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水産林務部総務課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延

長について 

 このことについて、国土交通省土地・建設産業局建設業課長より別添のとおり参考通知が

あったのでお知らせします。 

 つきましては、各（総合）振興局発注工事（業務）においても引き続き国に準じるととも

に、適切に対応してください。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務等に係る入札等

や契約事務について、別途通知を行うまでの間の取扱いを次のとおり定めたので、適切な対

応をお願いします。 

 

記 

１ 入札等や契約事務について 

 入札等は、原則、電子入札によることとし、紙提出による場合や落札業者との契約手続き

を行う場合は、郵送によるなど、感染症の拡大防止に努めること。 

  

 

 

（管理係） 






















